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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて（通知） 

 

 

日頃より、本市における介護保険制度の円滑な運営にご協力いただき厚くお礼申し上げま

す。 

さて、標記の件については、令和２年２月１８日付 厚生労働省老健局老人保健課発通知

「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」（別紙）において、

取扱いについて示されているところです。 

つきましては、本市における取扱いについて下記のとおり通知します。介護サービス利用

者等の被保険者証をご確認いただき、更新申請が必要となる場合には、認定調査の可否等に

ついて把握のうえ、適切に対応されますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 臨時的取扱いの内容 

  更新申請の場合に限り、新型コロナウイルス感染症防止措置を講じたことにより、認定

調査が実施困難となった場合に、現在有効期間中の要介護（支援）認定を１２カ月延長す

るもの。 

 

２ 臨時的取扱いの対象条件 

  以下のいずれかの理由により、被保険者の認定調査が実施できない場合を対象とします。 

（１）被保険者が介護保険施設や病院等に入所しており、面会を禁止する等の新型コロナウ

イルス感染症防止措置が講じられていること。 

（２）被保険者が高熱等の体調不良を訴え、認定調査に臨むことができる状態にないこと。 

（３）被保険者が新型コロナウイルス感染症防止のため、他者との接触を控える意向を示し

ていること。 

（４）その他、認定調査が実施できないことがやむを得ないと認められる理由があること。 

  ※ 具体的な理由をお知らせください。 

 

３ 手続き 

（１）申請前 

要介護（要支援）更新認定申請書を提出する際に、介護保険課窓口や電話などで臨

時的取扱いを受けたい旨とその理由を申出してください。 

（２）申請後 

要介護（要支援）更新認定申請書を提出後に被保険者の体調や調査先の状況が変わ

るなどした場合、介護保険課窓口や電話などで臨時的取扱いを受ける必要が生じた旨

とその理由を申出してください。 

 

 

写 
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４ 対象となる申請期間 

令和２年２月１８日以降、帯広市に要介護（要支援）更新認定申請書を提出したものを

対象とします。 

なお、本取扱いを終了する日については、国からの通知等の内容を踏まえ、別途通知し

ます。 

 

５ その他 

  延長後の認定有効期間内における区分変更申請等を妨げるものではありません。 
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